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（２）施設整備選定・法人設立等審査会

・審査会設置要綱及び審査会運営要領

県は、施設整備等に関する審査を実施するにあたって、「秋田県社会福祉施設等施

設整備選定・社会福祉法人設立等審査会」（以下「審査会」という。）を設置し、定期

的な審査を実施している。

審査会の設置要綱及び審査会の運営に関する要領は、以下のとおりである。

秋田県社会福祉施設等施設整備選定・社会福祉法人設立等審査会設置要綱

（設 置）

第１条

国などへの社会福祉・医療施設等施設整備の協議に際して、施設整備の選定及び

社会福祉法人の設立等が公平かつ公正に行われるよう、秋田県社会福祉施設等施設

整備選定・社会福祉法人設立等審査会（以下「審査会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条

審査会は、次の事項について審査を行い、関係機関に対し必要な意見を述べるも

のとする。

一 社会福祉法人の設立に関する事項

二 社会福祉・医療施設等施設整備の選定に関する事項

三 社会福祉法人及び社会福祉施設等に関して委員長が特に審査の必要があると認

めた事項

（組 織）

第３条

審査会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

（委員長、副委員長）

第４条

審査会に、委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は、健康福祉部長とし、副委員長は健康医療技監とする。

３ 委員長は、会務を総理する。

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を
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代理する。

（会 議）

第５条

審査会は、委員長が招集する。

２ 委員長は、審査会の議長となる。

３ 審査会で議事が必要な場合は、出席委員の合議とする。

４ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の専門的立場にある者及び秋田県社

会福祉審議会の意見を聴くことができる。

（連絡調整会議）

第６条

審査会の審査事項等について事前に検討、総合調整等を行わせるため、連絡調整

会議を置く。

２ 連絡調整会議は、別表に掲げる所属の職員をもって構成する。

（事務局）

第７条

審査会及び連絡調整会議の事務局は、福祉政策課に置く。

（その他）

第８条

この要綱に定めるもののほか、審査会及び連絡調整会議について必要な事項は委

員長が別に定める。

秋田県社会福祉施設等施設整備選定・社会福祉法人設立等審査会運営要領

秋田県社会福祉施設等施設整備選定・社会福祉法人設立等審査会（以下「審査会」

という。）における審査を円滑に推進するため、次により運営を行うものとする。

１．審査対象の法人及び施設

（１）審査対象法人

社会福祉法の規定に基づく社会福祉法人
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（２）施設整備審査対象施設

① 社会福祉法の規定に基づく社会福祉施設

② 介護保険法の規定に基づく介護老人保健施設

③ 医療法の規定に基づく病院及び診療所

２．審査内容

社会福祉法人及び施設整備審査対象施設の許認可等を所管する課の長（以下「所

管課長」という。）は、国の審査基準を踏まえ、次の事項について審査会に諮るも

のとする。

（１）社会福祉法人の審査

① 法人設立の主旨

② 法人設立の必要性

③ 法人組織の適格性

（２）施設整備の審査

① 整備方針との整合性

（３）上記のほか、社会福祉法人及び施設整備の共通審査事項は以下のとおりとす

る。

① 事業計画の妥当性（土地等資産、事業量、事業費等）

② 運営計画の的確性（事業内容等）

③ 資金計画の妥当性（建設資金、償還計画等）

④ 市町村の支援

⑤ 地域振興局福祉環境部（教育事務所）の意見

⑥ 関係各課の意見（県計画との整合性等）

⑦ その他参考となる事項

３．整備方針

所管課長は、毎年度社会福祉施設等の具体的な整備方針を策定し、地域振興局

福祉環境部長（教育事務所長）に通知するものとする。
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４．圏域の指導

地域振興局福祉環境部長（教育事務所長）は、整備方針に基づき、圏域におけ

る施設整備の実態把握、相談、調整に努めるものとする。

その結果、設置主体から協議の申出があり、協議書の提出があった場合は、法

人設立の妥当性、整備方針との整合性、圏域における整備の妥当性等について意

見を付し、所管課長に送付するものとする。

５．協議内容に関する照会

所管課長は、設置主体はもとより、設置市町村長並びに地域振興局福祉環境部

長（教育事務所長）に対し、必要に応じ協議内容について照会できるものとする。

６．検討資料の作成

所管課長は、協議内容の調査の結果を踏まえ、必要に応じて審査会に審査資料

を提出できるものとする。

７．施設整備の審査

施設整備の審査にあたっては、次の対象施設を公平かつ公正に審査して、選定

に関する意見をとりまとめるものとする。

（１）国庫補助協議施設

（２）民間公益補助事業施設

（３）自主財源整備施設

８．審査後の措置

（１）全県的に調整を要するものについては、審査会で取りまとめた意見を、所管

課長へ伝達するものとする。

（２）その他のものについては、所管課長を経由のうえ、地域振興局福祉環境部長

（教育事務所長）に通知するものとする。


